
◎確定拠出年金法等の一部を改正する法律 
（平成二八年六月三日法律第六六号）   

一、提案理由（平成二七年八月五日・衆議院厚生労働委員会） 

○塩崎国務大臣 ただいま議題となりました確定拠出年金法等の一部を改正する法律案

につきまして、その提案の理由及び内容の概要を御説明いたします。 

我が国の企業年金制度等は、確定拠出年金法及び確定給付企業年金法のいわゆる企業

年金二法の成立から十年余りが経過するとともに、長らく企業年金制度の中心的な役割

を担ってきた厚生年金基金制度の抜本的な見直しが行われるなど、これを取り巻く状況

は大きく変化いたしました。また、働き方の多様化を初め社会経済構造も大きく変化し

つつあります。 

公的年金と相まって国民生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的としている企

業年金制度等について、こうした変化に対応し、その普及及び拡大を図るとともに、老

後に向けた個人の自助努力を行う環境を整備することを目的とした所要の措置を講ずる

ため、この法律案を提出いたしました。 

以下、この法律案の内容につきまして、その概要を御説明いたします。 

第一に、企業年金の普及及び拡大を図るため、従業員数が百人以下の中小企業を対象

として、設立手続等を大幅に簡素化した簡易型確定拠出年金制度と、個人型確定拠出年

金に加入する従業員の掛金に追加して事業主が掛金を拠出することを可能とする個人型

確定拠出年金への小規模事業主掛金納付制度を創設することとしています。また、現行

では月単位となっている掛金の拠出規制単位について、年単位に見直すこととしていま

す。 

第二に、個人型確定拠出年金について、国民年金の第三号被保険者、企業年金加入者

及び公務員等共済加入者の加入を可能とするとともに、確定拠出年金から確定給付企業

年金等への年金資産の持ち運びを可能とすることとしています。 

第三に、確定拠出年金の運用について、加入者の運用商品の適切な選択に資するため、

継続的な投資教育の実施を事業主の努力義務とするとともに、運用商品数の上限の設定

等の措置を講ずることとしています。また、あらかじめ定められた運用商品に関する規

定の整備を行うとともに、当該運用商品の分散投資効果が期待できる商品設定を促す措

置を講ずることとしています。 

以上のほか、企業年金の手続の簡素化、国民年金基金連合会の広報業務の追加等を行

うこととしています。 

最後に、この法律案の施行期日は、一部の規定を除き、平成二十九年一月一日として

います。 

以上が、この法律案の提案の理由及びその内容の概要でございます。 

御審議の上、速やかに可決していただくことをお願いいたします。 

二、衆議院厚生労働委員長報告（平成二七年九月三日） 



○渡辺博道君 ただいま議題となりました確定拠出年金法等の一部を改正する法律案に

ついて、厚生労働委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 

本案は、企業年金制度等について、働き方の多様化を初め社会経済構造の変化に対応

するとともに、老後に向けた個人の自助努力を行う環境を整備するため、所要の措置を

講じようとするもので、その主な内容は、 

第一に、従業員数が百人以下の事業所を対象として、設立手続等を簡素化した簡易型

確定拠出年金制度と、事業主による個人型確定拠出年金への掛金の納付制度を創設する

こと、 

第二に、国民年金の第三号被保険者、企業年金加入者及び公務員等共済加入者につい

て個人型確定拠出年金に加入できるものとすること、 

第三に、確定拠出年金の加入者に対する継続的な投資教育の実施を事業主の努力義務

とするとともに、加入者に提示する運用商品数の上限の設定等の措置を講じること 

等であります。 

本案は、去る八月三日本委員会に付託され、五日塩崎厚生労働大臣から提案理由の説

明を聴取し、二十一日から質疑に入り、二十八日質疑を終局いたしました。 

質疑終局後、民主党・無所属クラブより、現行と同様、確定拠出年金における元本確

保型商品の選定を義務づけることとする修正案が提出され、趣旨説明を聴取いたしまし

た。 

次いで、原案及び修正案について討論、採決を行った結果、修正案は賛成少数をもっ

て否決され、本案は賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと議決した次第であ

ります。 

なお、本案に対し附帯決議を付することに決しました。 

以上、御報告申し上げます。 

○附帯決議（平成二七年八月二八日） 

 政府は、本法の施行に当たり、次の事項について適切な措置を講ずるべきである。 

 運用商品の選定及び提示に当たっては、元本確保型の運用商品の選択の実態にも配慮

しつつ、加入者の運用商品の選択の幅が狭められることのないよう、元本確保型の運用

商品を含めたリスク・リターン特性の異なる運用商品から三つ以上の運用商品が適切に

選定され、加入者に提示されるように必要な指導を行うこと。 

 また、労使合意の形成に際して、特に労働組合のない中小企業において、加入者の意

思が合意に適切に反映されるよう必要な指導を行うこと。 

三、参議院厚生労働委員長報告（平成二八年四月一五日） 

○三原じゅん子君 ただいま議題となりました法律案につきまして、厚生労働委員会に

おける審査の経過と結果を御報告申し上げます。 

本法律案は、第百八十九回国会において衆議院より送付され、本院において継続審査

となっていたものであります。 



本法律案の内容は、企業年金制度等について、働き方の多様化を始め社会経済構造の

変化に対応するとともに、老後に向けた個人の自助努力を行う環境を整備するため、個

人型確定拠出年金の加入者の範囲の見直し、小規模事業所の事業主による個人型確定拠

出年金への掛金の納付制度の創設、個人型確定拠出年金の実施主体である国民年金基金

連合会の業務の追加等の措置を講じようとするものであります。 

委員会におきましては、個人型確定拠出年金の普及促進策、制度間のポータビリ   

ティーの拡充の在り方、元本確保型の運用商品の提供の在り方等について質疑を行いま

したが、その詳細は会議録によって御承知願います。 

質疑を終局しましたところ、自由民主党及び公明党を代表して羽生田俊理事より、こ

の法律の企業年金連合会の業務に関する規定等の施行期日を平成二十七年十月一日から

平成二十八年七月一日に改める等の修正案が提出されました。 

次いで、討論に入りましたところ、日本共産党を代表して小池晃委員より原案に反対、

社会民主党・護憲連合を代表して福島みずほ委員より原案に反対の旨の意見がそれぞれ

述べられました。 

討論を終局し、採決の結果、本法律案は多数をもって修正議決すべきものと決定いた

しました。 

なお、本法律案に対し附帯決議が付されております。 

以上、御報告申し上げます。 

○委員会修正の提案理由（平成二八年四月一四日） 

○羽生田俊君 私は、ただいま議題となっております確定拠出年金法等の一部を改正す

る法律案に対し、自由民主党及び公明党を代表して、修正の動議を提出いたします。 

その内容は、お手元に配付されております案文のとおりであります。 

これより、その趣旨について御説明申し上げます。 

修正の要旨は、この法律の企業年金連合会の業務に関する規定等の施行期日を「平成

二十七年十月一日」から「平成二十八年七月一日」に改めるとともに、確定拠出年金に

係る掛金の拠出規制単位の月単位から年単位への見直しに関する規定の施行期日を「平

成二十九年一月一日」から「平成三十年一月一日」に改めるほか、所要の規定の整備を

行うものであります。 

以上であります。 

何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。 

○附帯決議（平成二八年四月一四日） 

 政府は、本法の施行に当たり、次の事項について適切な措置を講ずるべきである。 

一、厚生年金基金の解散が進んでいることに鑑み、企業年金を廃止する企業が極力生じ

ないよう他の企業年金への円滑な移行について更なる支援策を検討すること。また、

働き方の多様化及び制度の分立によって加入者が不利益を被ることのないよう、確定

拠出年金、確定給付企業年金、中小企業退職金共済等の制度間のポータビリティの更



なる拡充のために必要な措置について引き続き検討を加えること。 

二、運用商品の選定及び提示に当たっては、元本確保型の運用商品の選択の実態やこれ

まで当該商品の提供を法律で義務付けてきた経緯を十分に尊重し、加入者の選択の幅

が狭められることのないよう、元本確保型の運用商品を含めたリスク・リターン特性

の異なる運用商品から三つ以上の運用商品が適切に選定され、加入者に提示されるよ

う必要な指導を行うこと。特に中小企業においては確定給付企業年金及び確定拠出年

金について制度の周知徹底を図るとともに、更なる加入促進策及び投資教育の充実を

始めとした運営支援策について引き続き検討すること。また、労使合意の形成に際し

て、特に労働組合のない中小企業においては、過半数代表を適切な手続で選出するこ

となど加入者の意思が合意に適切に反映されるよう必要な指導を行うこと。さらに、

確定拠出年金に加入し年金資産を運用する上においては、社会保障制度及び投資に関

する基礎的理解を有していることが望ましいことから、特に若年層に対する上記に関

する教育の充実を図るとともに、確定拠出年金の普及拡大に向けた効果的な広報の在

り方について検討すること。 

三、確定拠出年金への新規加入時及び年金資産の移換時の費用並びに口座維持管理料等

の各費用を低減させるため、確定拠出年金の取扱金融機関間の自由で公正な競争環境

の整備及び国民年金基金連合会を含めた各費用の透明化のための施策について必要な

検討を加えること。 

四、個人型確定拠出年金の第三号被保険者への拡大に当たっては、女性の活躍推進を阻

害するものとならないよう十分留意するとともに、国民年金第三号被保険者制度の在

り方について引き続き検討すること。 

五、平成二十八年度末までの間、停止措置がなされている運用時における企業年金積立

金に対する特別法人税の課税について、給付時との二重課税防止の観点から、廃止に

ついて検討を行うこと。 

 右決議する。 

四、衆議院厚生労働委員長報告（平成二八年五月二四日） 

○渡辺博道君 ただいま議題となりました確定拠出年金法等の一部を改正する法律案に

ついて、厚生労働委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 

本案は、働き方の多様化を初め社会経済構造の変化に対応するとともに、老後に向け

た個人の自助努力を行う環境を整備するため、従業員数が百人以下の事業所を対象とす

る簡易型確定拠出年金制度の創設、個人型確定拠出年金の加入者の範囲の見直し、確定

拠出年金の加入者に提示する運用商品数の上限設定等の措置を講じようとするものであ

ります。 

本案は、前国会、本院において可決され、参議院において継続審査となっていたもの

で、去る四月十五日、参議院において、企業年金連合会の業務に関する規定、確定拠出

年金に係る掛金の拠出規制単位の見直しに関する規定の施行期日等を修正の上、本院に



送付され、本委員会に付託されました。 

本委員会においては、五月二十日、提案理由の説明を省略した後、採決の結果、本案

は賛成多数をもって参議院送付案のとおり可決すべきものと議決した次第であります。 

以上、御報告申し上げます。 

 


